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自動車事故被害者支援体制等整備事業（短期入院協力事業） 

実施細目 

 

（通則） 

第１条 自動車事故被害者支援体制等整備事業（短期入院協力事業）に係る補助金（以下

「本補助金」という。）の交付については、法令又は予算の定めるところに従い、被害者

保護増進等事業費補助金交付要綱に規定するもののほか、この実施細目の定めるところに

よる。 

 

（本補助金の交付対象） 

第２条 本補助金は、医療法（昭和 23年法律第 205号）第７条第１項の規定による許可を

受けた病院であって、次に掲げる要件を満たすもの（以下「間接補助事業者」という。）

を交付対象とする。ただし、過去３カ年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業に

おいて、補助金の返還を求められたことのある者等（団体を含む。）については本補助金

への申請を原則制限するものとする。 

一 短期入院協力病院における短期入院受入れのための環境整備 

イ 国土交通省による短期入院協力病院の指定を受けていること。 

ロ 第３条に規定する短期入院協力病院における短期入院受入れのための環境整備に

おける補助対象経費のうち、入院施設支援費及び感染症予防対策費の申請をしよう

とする場合にあっては、補助を受けようとする国の会計年度中に、自動車事故によ

り重度の後遺障害を負った在宅重度後遺障害者（独立行政法人自動車事故対策機構

の実施する介護料の支給に係る受給資格を有する者をいう。以下同じ。）を短期入

院として受け入れた実績、又は受け入れる具体的な見込みがあること。 

二 重点支援病院における短期入院受入れのための環境整備 

イ 国土交通省による重点支援病院の指定を受けていること。 

ロ 補助を受けようとする国の会計年度中に、自動車事故により重度の後遺障害を負

った在宅重度後遺障害者を短期入院として受け入れた実績、又は受け入れる具体的

な見込みがあること。  

 

（補助対象経費） 

第３条 本補助金における補助対象経費は、次に掲げる項目の区分に応じ当該各号に定める

要件を満たすものとする。ただし、間接補助事業実施期間内に支出した経費のうち、間接

補助事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分で

き、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費に限る。 

一 入院施設支援費 

イ 短期入院する在宅重度後遺障害者の看護・リハビリテーション等に有効なもので

あること。 
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ロ 在宅重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、新たに必要となる医療器具・

用具等であること。 

ハ 既に同類の医療器具・用具等を本補助金の交付の申請をしようとする者（以下

「申請者」という。）において保有している場合にあっては、以下のいずれかの要

件を満たすものであること。 

(1) 既存の医療器具・用具等の減価償却期間が経過し、更新する場合にあっては、

在宅重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、当該医療器具・用具等の質の

向上が必要となるものであること。 

(2) 既存の医療器具・用具等と同類の医療器具・用具等を増設する場合にあって

は、在宅重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、当該医療器具・用具等の

数量の増加が必要となるものであること。 

ニ 原則として、単一取得価格（複数の医療器具・用具等が一体的に使用される場合

に あっては、その合計取得価格）が 10万円以上であり、かつ、資産として認めら

れるものであること。 

ホ 同類の医療器具・用具等に係る申請にあっては、従前に申請者が本補助金の交付

を受けていないこと。ただし、以下の要件を満たす場合（ハについては、短期入院

する個々の在宅重度後遺障害者の症状に応じて同類の医療器具・用具等を増設する

場合その他増設することが適当であると認められる場合を除く。）は、この限りで

はない。 

(1) 第１号ハ(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合 

(2) 本補助金の交付を受けて導入した当該医療器具・用具等について、被害者保護

増進等事業費補助金交付要綱第 19条の規定に基づき定められた財産処分制限期

間を経過している場合（当該医療器具・用具等を同類のものに更新する場合に限

る。） 

(3) 以下のいずれかの要件を満たす場合 

① 在宅重度後遺障害者の短期入院の受入人数が、直近年度よりも当年度に増加

又は増加見込みであること 

② 同時期に複数の在宅重度後遺障害者の短期入院の受入実績がある又は受入見

込みがあること 

ヘ 医療器具・用具等の設置工事費用及び搬入費用が含まれていないこと。 

二 利用促進等事務費 

イ 在宅重度後遺障害者の短期入院に関する治療・看護の知識・技術等の向上を図る

ための研修、講演会等（以下「研修等」という。）への参加等に係る経費（以下

「研修等経費」という。） 

ロ 在宅重度後遺障害者の短期入院に関する治療・看護の知識・技術等の向上を図る

ための医学図書等の備品類の導入に係る経費（以下「備品類導入費」という。） 

ハ 短期入院の利用促進等の向上を図るための広報活動に係る経費（以下「広報活動

費」という。） 
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ニ 短期入院前の在宅家庭訪問（在宅療養生活の実態把握）等の実施による入院計画

表の作成等に係る経費（以下「短期入院プラン作成費」という。） 

三 感染症予防対策費 

イ 短期入院する在宅重度後遺障害者の感染症予防対策に有効なものであること。 

ロ 在宅重度後遺障害者の短期入院を受け入れるため、新たに必要となる物品である

こと。 

ハ 原則として、単一取得価格（複数の物品が一体的に使用される場合にあっては、

その合計取得価格）が 10万円以上であり、かつ、資産として認められるものである

こと。 

 

（補助率及び補助限度額並びに交付申請の打ち切り） 

第４条 第２条第１号の要件に該当する者に対する補助金の交付に係る補助率及び補助限度

額については、次のとおりとする。 

一 前条第１号に規定する入院施設支援費にあっては、次に掲げる医療器具・用具等の

使用状況の区分に応じて設定する補助率とし、間接補助事業者に別途通知する額を補

助限度額とすること。 

イ 在宅重度後遺障害者の使用割合が 75パーセントを超える場合 定額 

ロ 在宅重度後遺障害者の使用割合が 50パーセントを超え、75パーセント以下の場合 

３／４ 

ハ 在宅重度後遺障害者の使用割合が 25パーセントを超え、50パーセント以下の場合 

１／２ 

ニ 在宅重度後遺障害者の使用割合が０パーセントを超え、25パーセント以下の場合 

１／４ 

二 前条第２号に規定する利用促進等事務費にあっては、補助率を定額とし、当該年度

の予算の範囲内で補助すること。 

三 前条第３号に規定する感染症予防対策費にあっては、補助率を１／４とし、当該年

度の予算の範囲内で補助すること。 

２ 第２条第２号の要件に該当する者に対する補助金の交付に係る補助率及び補助限度額に

ついては、補助率は定額とし、補助限度額は次に掲げる経費を合算した額の合計額以内の

額とする。ただし、一の事業主体につき、10,000千円を上限とする。 

一 入院施設支援費 

二 利用促進等事務費 

三 感染症予防対策費 

３ 前２項の規定にかかわらず、本補助金の交付状況等により、補助率若しくは補助限度額

の変更又は交付申請の打ち切りをすることがある。 

 

（申請期限） 

第５条 申請期限については、補助事業者が別に定める期限とする。 
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（事前相談） 

第６条 間接補助事業者は、本補助金の申請のうち、入院施設支援費、研修等経費（独立行

政法人自動車事故対策機構法 13条３号に規定する施設における研修、施設見学及び講演

会等の出席等に伴う旅費及び雑費を除く。）、備品類導入費、広報活動費及び感染症予防対

策費に係るものにあっては、事業に着手する前に補助事業者に対し、相談し、補助対象経

費に該当するものであるかどうか、確認するものとする。 

 

（研修等経費及び広報活動費に係る積算方法） 

第７条 講師に対する謝金、研修への参加・開催に係る旅費及び雑費の積算方法について

は、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25年法律第 114号）等の規定に準じて謝

金、旅費及び雑費の積算を行うものとする。 

 

（間接補助事業の実施期間） 

第８条 間接補助事業は、当該年度中に事業を完了し、かつ、指定する期日までに支払い

を完了するものとする。 

   

（支給の制限） 

第９条 国、地方公共団体、公益法人等から当該事業と同様の補助金を受けている場合につ

いては、本補助金の補助対象外とする。 

 


